
 

   

2025 年 3 月 21 日 

各位 

株式会社宮崎太陽銀行 

 

 勤務時の服装の見直しについて 

 

株式会社 宮崎太陽銀行（頭取 黒木 浩）では、ジェンダー平等、脱炭素社会の実現、働きや

すい職場づくりのため、勤務時の服装を下記のとおり、見直すこととしましたので、お知らせい

たします。 

 今後も、SDGs の取組みを進めるとともに、従業員一人ひとりがいきいきと働き、能力を如何

なく発揮できる職場づくりに努めてまいります。 

 

記 

１. 目的 

（１） 性別により異なっていた服装の基準を統一し、ジェンダー平等を目指す 

（２） 服装による寒暖調整を行うことにより、空調機器使用に伴う CO2 削減を図る 

（３） 従業員の価値観を尊重し、働きやすい職場づくりを目指す 

 

２．対象者 

全役職員 

 

３．実施内容 

男性行員の勤務時の服装について、スーツ又はビジネスカジュアル（スーツに準ずる服装）

の選択を可能にする（女性行員については、2024 年 1 月に実施済み）。 

 

４．開始時期 

2025 年 4 月 1 日（火） 

以 上 

 

 宮崎市広島 2丁目 1番 31号 

http://www.taiyobank.co.jp/ 

本件に関するお問い合わせ先 

人事部（担当：馬崎（まさき）・鵜木（うのき）） TEL 0985-60-6330  


